
解
題

　
西
南
学
院
大
学
博
物
館
で
は
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
に
関
連
し
た
史
料
を
収
集
方
針
の
ひ
と
つ
に
掲
げ
て
お
り
、

特
に
江
戸
時
代
に
お
け
る
禁
教
政
策
の
な
か
で
作
成
さ
れ
た
宗
門
改
に
関
す
る
史
料
を
多
く
所
蔵
し
て
い
る
。
本
稿

で
は
、「
筑
後
国
宗
門
手
形
」を
紹
介
す
る
。

　
江
戸
幕
府
に
よ
り
キ
リ
シ
タ
ン
禁
令
が
発
布
さ
れ
る
と
、
禁
止
さ
れ
た
宗
教
を
信
仰
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
す

る
た
め
、
す
べ
て
の
人
は
ど
こ
か
の
寺
の
檀
家
と
な
る
必
要
が
あ
っ
た
。
寺
院
に
は
、
そ
の
檀
家
に
対
し
て
檀
那
寺

で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
文
書
を
発
給
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
の
証
文
は
、
宗
旨
手
形
や
寺
手
形
、
寺

請
証
文
な
ど
と
呼
ば
れ
、
現
存
す
る
寺
請
証
文
の
な
か
で
最
も
古
い
も
の
は
寛
永
一
二（
一
六
三
五
）年
の
も
の
で
あ

る
と
い
う 

。
こ
の
よ
う
な
証
文
は
、
藩
な
ど
に
よ
っ
て
定
期
的
に
確
認
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
現
在
の
身
分
証
明

書
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
も
言
わ
れ
る
。
江
戸
時
代
に
各
地
で
大
量
の
証
文
が
発
行
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
一
方

で
、
証
文
自
体
に
関
す
る
先
行
研
究
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
当
館
で
は
九
点
の
宗
門
手
形
を
所
蔵
し
て
い
る
。

現
存
す
る
同
藩
領
の
宗
門
手
形
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
地
域
に
お
け
る
宗
門
手
形
の
類
型
が
明
ら
か
に
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
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当
館
が
所
蔵
す
る
宗
門
手
形
の
そ
れ
ぞ
れ
の
作
成
年
、
法
量
、
形
状
に
つ
い
て
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　【
史
料
一
】 宗
門
手
形
／
寛
政
七（
一
七
九
五
）年
／
本
紙
：
二
七
．
一
糎
×
二
六
．
二
糎（
台
紙
：
三
二
．
二
糎
×

四
〇
．
二
糎
）、
一
紙

　【
史
料
二
】 宗
門
手
形
／
寛
政
七（
一
七
九
五
）年
／
本
紙
：
二
六
．
〇
糎
×
三
四
．
一
糎（
台
紙
：
三
二
．
〇
糎
×

四
〇
．
〇
糎
）、
一
紙

　【
史
料
三
】 宗
門
手
形
／
寛
政
七（
一
七
九
五
）年
／
本
紙
：
二
六
．
六
糎
×
一
六
．
二
糎（
台
紙
：
三
一
．
九
糎
×

四
〇
．
一
糎
）、
一
紙

　【
史
料
四
】 宗
門
手
形
／
寛
政
七（
一
七
九
五
）年
／
本
紙
：
二
六
．
一
糎
×
一
七
．
八
糎（
台
紙
：
三
二
．
一
糎
×

四
〇
．
二
糎
）、
一
紙

　【
史
料
五
】 宗
門
手
形
／
寛
政
七（
一
七
九
五
）年
／
本
紙
：
二
六
．
一
糎
×
一
七
．
三
糎（
台
紙
：
三
二
．
二
糎
×

四
〇
．
二
糎
）、
一
紙

　【
史
料
六
】 宗
門
手
形
／
寛
政
七（
一
七
九
五
）年
／
本
紙
：
二
六
．
七
糎
×
二
六
．
七
糎（
台
紙
：
三
二
．
一
糎
×

四
〇
．
一
糎
）、
一
紙

　【
史
料
七
】 宗
門
手
形
／
寛
政
一
〇（
一
七
九
八
）年
／
本
紙
：
二
六
．
六
糎
×
二
一
．
九
糎（
台
紙
：
三
二
．
二
糎

×
四
〇
．
一
糎
）、
一
紙

　【
史
料
八
】 宗
門
手
形
／
寛
政
一
〇（
一
七
九
八
）年
／
本
紙
：
二
六
．
六
糎
×
二
四
．
八
糎（
台
紙
：
三
一
．
八
糎

×
四
〇
．
五
糎
）、
一
紙

　【
史
料
九
】 宗
門
手
形
／
文
久
三（
一
八
六
三
）年
／
本
紙
：
二
六
．
五
糎
×
一
八
．
九
糎（
台
紙
：
三
二
．
一
糎
×

四
〇
．
一
糎
）、
一
紙

　
い
ず
れ
も
冒
頭
に「
宗
門
手
形
」と
あ
る
が
、
当
館
で
は「
筑
後
国
宗
門
手
形
」と
い
う
史
料
名
を
付
け
て
い
る
。
本

紙
の
法
量
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
、
本
紙
の
下
部
が
切
り
取
ら
れ
て
い
る
と
は
っ
き
り
わ
か
る
箇
所
が
あ
る
た
め
、
後

世
に
も
と
も
と
の
史
料
が
切
り
取
ら
れ
、
台
紙
に
貼
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　「
筑
後
国
宗
門
手
形
」の
う
ち
、
五
点（
史
料
一
〜
五
）は
上
妻
郡
川
瀬
村（
現
福
岡
県
八
女
郡
広
川
町
）、
一
点（
史

料
六
）は
上
妻
郡
藤
田
村（
現
福
岡
県
久
留
米
市
、
筑
後
市
、
八
女
郡
広
川
町
に
ま
た
が
る
）、
二
点（
史
料
七
、八
）は
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上
妻
郡
本
村（
現
福
岡
県
八
女
市
）の
住
民
の
も
の
で
あ
る
。
作
成
し
た
寺
院
は
西
念
寺
や
専
修
寺
な
ど
様
々
で
あ
る

が
、
い
ず
れ
も
江
戸
時
代
に
は
久
留
米
藩
領
で
あ
っ
た
地
域
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
久
留
米
藩
の
宗
門
改
制
度
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
久
留
米
に
有
馬
豊
氏
が
入
封
し
た
の
は
、
元

和
六（
一
六
二
〇
）年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
江
戸
幕
府
に
よ
っ
て
キ
リ
シ
タ
ン
禁
令
が
発
布
さ
れ
、
弾
圧
が
行
わ
れ
る

な
か
、
久
留
米
藩
に
お
い
て
も
、
寛
永
二（
一
六
二
五
）年
に
出
し
た
条
々
に
キ
リ
シ
タ
ン
改
に
つ
い
て
の
条
文
が
載

せ
ら
れ
た
。
島
原
・
天
草
一
揆
以
降
、
江
戸
幕
府
は
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
を
一
層
強
化
し
、
日
本
人
全
員
に
寺
請
証
文

を
義
務
付
け
た
。
寛
文
四（
一
六
六
四
）年
一
一
月
二
五
日
、
幕
府
よ
り
一
万
石
以
上
の
諸
藩
へ
宗
門
改
専
任
役
人
の

設
置
が
命
じ
ら
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
久
留
米
藩
で
は
翌
寛
文
五（
一
六
六
五
）年
に
寺
社
奉
行（
宗
門
改
並
御
領
中

人
数
改
附
寺
社
役
）と
し
て
、
有
馬
重
秀
と
稲
次
正
延
を
任
命
し
た
。
上
妻
郡
の
大
庄
屋
の
記
録『
家
勤
記
得

集
』 
は
、『
久
留
米
市
史
』 

な
ど
自
治
体
史
で
も
よ
く
参
照
さ
れ
て
い
る
史
料
で
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
も
引
用

し
て
お
き
た
い
。

　
同
年
久
留
米
に
お
い
て
有
馬
半
右
衛
門
重
秀（
後
に
主
計
頭
と
改
む
）・
稲
次
八
兵
衛
正
延
始
め
て
寺
社
奉
行

に
補
せ
ら
る
。
下
肝
煎
白
崎
勘
左
衛
門（
三
百
石
な
り
）・
戸
田
伝
右
衛
門（
三
百
石
な
り
）・
伴
六
左
衛
門（
三
百

石
な
り
）・
石
黒
助
兵
衛（
二
百
石
な
り
）・
藤
田
治
部
太
夫（
一
百
五
十
石
な
り
）有
馬
家
中
の
武
士
、
そ
の
家

内
男
女
仕
人
下
好
等
、
寺
社
家
男
女
、
城
下
町
人
男
女
、
領
中
在
郷
男
女
一
家
毎
人
別
、
名
、
齢
、
生
国
を
記

す
。
二
歳
以
上
の
男
女
は
邪
法
宗
門
の
絵
を
踏
ま
し
む
。
十
五
歳
以
上
は
日
本
罰
文
、
吉
利
支
丹
罰
文
二
通
の

誓
紙
に
墨
判
血
判
す
。
家
中
城
下
の
町
は
毎
年
五
月
こ
れ
を
改
む
。
在
郷
は
六
月
こ
れ
を
改
む
。
家
中
の
士
は

血
判
を
除
く
。毎
月
生
死
増
減
は
こ
れ
を
記
し
證
文
遣
り
取
り
、そ
の
月
末
寺
社
奉
行
に
こ
れ
を
出
す
。（
後
略
）

　
同
年
と
は
、
寛
文
五
年
を
指
す
。
こ
の
年
よ
り
、
寺
社
奉
行
と
下
肝
煎
と
い
う
宗
門
改
を
行
う
役
人
が
定
め
ら
れ

た
。
久
留
米
藩
の
藩
士
や
そ
の
家
族
、
寺
社
の
者
た
ち
、
領
民
す
べ
て
、
二
歳
以
上
の
者
は
踏
絵
を
踏
ま
せ 

、

一
五
歳
以
上
の
者
に
は
日
本
罰
文
と
吉
利
支
丹
罰
文
に
黒
印
・
血
判
を
捺
さ
せ
た
、
と
あ
る
。
日
本
罰
文
と
吉
利
支

丹
罰
文
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
日
本
誓
詞
、
南
蛮
誓
詞
で
あ
ろ
う
。
日
本
誓
詞
と
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
で
は
な
い
こ
と
を
誓

い
、
も
し
こ
の
誓
い
に
背
い
た
場
合
に
は
、
日
本
の
神
々
の
罰
を
蒙
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
南
蛮
誓
詞
は
、
デ

ウ
ス
や
伴
天
連
、
聖
子
、
聖
霊
、
サ
ン
タ
・
マ
リ
ア
、
天
使
な
ど
の
罰
を
蒙
る
、
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た 

。
宗
門

2

3

4

5
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改
を
行
う
時
期
は
藩
に
よ
り
様
々
で
あ
る
が
、
前
出
の
史
料
よ
り
、
久
留
米
藩
で
は
、
城
下
は
五
月
、
在
郷
は
六
月

に
宗
門
改
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
ほ
か
久
留
米
藩
の
宗
門
改
に
関
す
る
史
料
と
し
て
、「
宗
門
方
之
儀

ニ
付
被
仰
出
等
且
勤
方
書
留
等
抜
書
」 

が
知
ら
れ
て
お
り
、
寛
文
五
年
四
月
二
六
日
に
両
寺
社
奉
行
へ
出
さ
れ
た
御

書
出
の
記
事
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、切
支
丹
宗
門
書
物
の
宛
所
を
寺
社
奉
行
と
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

「
宗
門
改
之
儀
、
御
家
中
、
在
町
共
十
五
歳

上
、
毎
月
書
物
被
申
付
、
三
月
一
度
ハ
人
別
寺
手
形
差
出
…
」と
あ
り
、

寺
手
形
、
つ
ま
り
宗
門
手
形
の
差
出
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
宗
門
手
形
に
つ
い
て
は
享
保
三（
一
七
一
八
）年
に
一
時

廃
止
さ
れ
た
が
、不
如
意
な
結
果
と
な
っ
た
よ
う
で
享
保
七（
一
七
二
二
）年
に
再
び
宗
門
改
の
提
出
が
命
じ
ら
れ
た
。

久
留
米
藩
に
お
け
る
宗
門
改
は
、
時
節
に
応
じ
て
変
更
が
あ
り
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
緩
徐
化
の
傾
向
に
あ
っ
た

と
い
う
が
、
こ
の
寛
文
五
年
に
定
め
ら
れ
た
も
の
が
政
策
の
基
本
と
な
っ
た
。

　
さ
て
、
本
稿
で
紹
介
す
る「
宗
門
手
形
」を
見
て
み
よ
う
。
前
述
の
通
り
、
本
史
料
は
す
べ
て
、「
宗
門
手
形
」と
書

か
れ
て
お
り
、
一
つ
書
き
で
宗
派
、
そ
の
下
に
檀
家
の
名
前
が
記
さ
れ
る
。
寺
の
檀
徒
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
文

言
が
続
き
、
作
成
年
、
寺
の
住
所
・
寺
名
が
あ
り
、
最
後
に
宛
名
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
様
式
は
史
料
一
〜
九
ま
で
す

べ
て
共
通
し
て
お
り
、
文
言
も
多
少
の
差
異
が
あ
る
も
の
の
酷
似
し
て
い
る
。
本
館
が
所
蔵
す
る
宗
門
手
形
以
外
に

『
久
留
米
市
史
』な
ど
で
既
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
久
留
米
藩
の
宗
門
手
形 

を
見
る
と
概
ね
同
様
で
あ
り
、
こ
の
形
式

で
作
成
す
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
前
出
の「
宗
門
方
之
儀
ニ
付
被
仰
出
等
且
勤
方
書
留
等

抜
書
」の
記
事
よ
り
、
宛
名
は
そ
の
時
期
の
寺
社
奉
行
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る 

。
特
に
、
本
史
料
は
、
す
べ
て

寺
名
の
後
に
墨
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、寺
院
か
ら
寺
社
奉
行
に
提
出
し
た
原
本
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

史
料
七
、
史
料
九
で
は
、
住
職
が
上
京
の
た
め
別
の
寺
院
が
代
判
し
て
い
る
例
が
見
ら
れ
、
興
味
深
い
。
こ
の
よ
う

な
宗
門
手
形
は
庄
屋
か
ら
出
さ
れ
た
人
別
帳
と
照
合
さ
れ
た
。

　
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
幕
府
は
す
べ
て
の
日
本
人
が
ど
こ
か
の
寺
の
檀
家
と
な
る
こ
と
を
義
務
付
け
た
。
寺
院
が

檀
家
を
証
明
す
る
文
書
は
、
本
稿
で
紹
介
し
た
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
引
っ
越
し
や
結
婚
、
奉
公
な
ど
の
移
動
の
際

に
も
必
要
で
あ
り
、
檀
那
寺
か
ら
移
動
先
の
寺
院
に
宛
て
た
送
り
状
な
ど
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
藩
は
寺
院
を

藩
政
組
織
に
組
み
込
み
、
管
理
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
領
内
の
人
口
を
把
握
し
、
宗
門
を
取
り
締
ま
っ
た
。
そ
の

一
方
で
寺
院
側
か
ら
宗
門
手
形
な
ど
の
制
度
を
み
る
と
、
戸
籍
の
作
成
に
関
わ
り
、
固
定
し
た
檀
家
を
持
つ
こ
と
が
、

寺
院
経
営
が
安
定
し
て
い
く
契
機
と
な
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
な
い
と
い
う 

。
久
留
米
藩
領
で
は
慶
応
三

（
一
八
六
七
）年
に
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
が
発
覚
す
る
た
め
、
宗
門
改
の
制
度 

が
形
式
化
し
て
い
た
と
い
う
見
方
も
で
き

6

7
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る
が
、
本
史
料
は
久
留
米
藩
の
寺
請
制
度
を
通
し
た
領
民
掌
握
と
と
も
に
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
檀
家
と
檀
那
寺
と

の
結
び
付
き
が
う
か
が
え
る
重
要
な
史
料
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

〔
註
〕

1
　 

圭
室
文
雄『
日
本
仏
教
史

　
近
世
』吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
、
六
二
〜
六
三
頁
。

2
　 

野
田
正
夫
解
読
、
古
賀
幸
雄
編『
家
勤
記
得
集
：
上
広
川
大
庄
屋
稲
員
家
記
』、
鶴
久
二
郎
、
一
九
七
五
年
、
四
八
頁
。
引
用
の（
）は
、
割
注
で
あ
る
。

3
　 

久
留
米
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編『
久
留
米
市
史
』第
二
巻
、
久
留
米
市
、
一
九
八
二
年
、
一
六
〇
頁
。
な
ど
。

4
　 

久
留
米
藩
で
は
、
長
崎
奉
行
所
か
ら
踏
絵
を
借
用
し
て
絵
踏
を
行
っ
て
い
た
。
安
高
啓
明
、
方
圓「
久
留
米
藩
今
村
の
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
の
発
覚
と
信
仰
生
活
」

（『
西
南
学
院
大
学
博
物
館
研
究
紀
要
』第
二
号
、
二
〇
一
四
年
）

5
　 

久
留
米
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編『
久
留
米
市
史
』第
二
巻（
九
八
七
頁
〜
九
八
八
頁
）に
は
、
福
聚
寺
所
蔵
史
料
よ
り
、
日
本
誓
詞
、
キ
リ
シ
タ
ン
誓
詞
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
。

6
　 
有
馬
泰
生
家
文
書（
久
留
米
市
所
蔵
）。
筆
者
は
久
留
米
市
立
図
書
館
所
蔵
の
同
史
料
複
製
版
を
参
照
。
久
留
米
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編『
久
留
米
市
史
』第
二

巻（
九
八
五
頁
〜
九
八
六
頁
）に
は
、「
宗
門
方
之
儀
ニ
付
被
仰
出
等
且
勤
方
書
留
等
抜
書
」の
要
点
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

7
　 

久
留
米
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編『
久
留
米
市
史
』第
二
巻
、
九
一
五
頁
。
広
川
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編『
広
川
町
史
』上
巻
、
広
川
町
、
二
〇
〇
五
年
、
五
四
〇

〜
五
四
一
頁
。
筑
後
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編『
筑
後
市
史
』第
一
巻
、
筑
後
市
、
一
九
九
七
年
、
七
九
四
頁
。

8
　 

ま
た
久
留
米
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編『
久
留
米
市
史
』（
第
二
巻
、
九
一
五
頁
）で
紹
介
さ
れ
た
宗
門
手
形
は
、
寛
文
一
三（
一
六
七
三
）年
の
も
の
で
あ
り
、
宛

名
が「
稲
次
八
兵
衛
」（
正
延
）で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

9
　 

圭
室
文
雄「
檀
家
制
度
の
成
立
過
程
―
熊
本
藩
領
を
中
心
と
し
て
―
」（
伊
藤
唯
真
編『
日
本
仏
教
の
形
成
と
展
開
』法
藏
館
、
二
〇
〇
二
年
、
五
〇
八
頁
。）

野
藤
　
妙（
の
ふ
じ
　
た
え
）　
　
西
南
学
院
大
学
博
物
館
学
芸
研
究
員

凡
例

一
、 

刊
行
に
際
し
て
は
、
原
本
の
体
裁
を
表
す
よ
う
に
努
め
た
が
、
文
字
の
位
置
等
に
つ
い
て
は
多
少
の
修
正
を
加

え
た
。

一
、 

変
体
仮
名
は
、
江
、
而
の
み
活
字
を
小
さ
く
し
て
用
い
、
他
は
平
仮
名
に
改
め
た
。 

一
、 

旧
字
は
、
原
本
通
り
と
し
た
。

一
、 

氏
名
は
原
文
通
り
と
し
た
。
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【
史
料
一
】

　
　
　
　
宗
門
手
形

　
一
　
淨
土
真
宗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
姓
　
和
作

　
一
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
作
　
母

右
弐
人
は
上
妻
郡
川
瀬
村
江
罷
在
候
、
従
前
々
當
寺

檀
那
實
正
ニ
而
御
座
候
、
若
宗
躰
之
儀
ニ
付
出
入
御
座
候
は

何
時
も
拙
僧
可
申
啓
候
、
為
後
日
證
文
如
件

　
　
　
　
　
　
　
上
妻
郡
川
瀬
村

寛
政
七
卯
年
六
月

　
　
　
西
念
寺

　
法
郷﹇
印
﹈

　
　
土
田
清
摩
殿

【
史
料
二
】

　
　
　
宗
門
手
形

一
　
淨
土
真
宗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
姓
　
源
六

一
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
源
六
　
女
房

一
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
人
女
子

　
い
ろ

一
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
人
男
子

　
茂
吉

一
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
人
男
子
　
喜
三
郎

一
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
人
男
子
　
忠
作

一
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
人
弟
　
　
金
六

一
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
人
従
弟
　
善
六

右
八
人
は
上
妻
郡
川
瀬
村
江
罷
在
候
、
従
前
々
當
寺

檀
那
實
正
ニ
而
御
座
候
、
若
宗
躰
之
儀
ニ
付
出
入
御
座
候
ハ
ヽ

何
時
も
拙
僧
可
申
啓
候
、
為
後
日
證
文
如
件

　
　
　
　
　
　
　
上
妻
郡
川
瀬
村

寛
政
七
卯
年
六
月
　
　
　
　
西
念
寺
　
法
郷﹇
印
﹈

　
　
土
田
清
摩
殿
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【
史
料
三
】

　
　
　
宗
門
手
形

一
　
淨
土
宗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
姓
　
宗
次
郎

右
壱
人
は
上
妻
郡
川
瀬
村
江
罷
在
候
、
従
前
々
當
寺
檀
那
実
正
ニ
而
御
座
候
、

若
宗
躰
之
儀
ニ
付
出
入
御
座
候
は
、
何
時
も
拙
僧
可
申
啓
候
、
為
後
日
證
文
如
件

　
　
　
　
　
御
井
郡
藤
山
村

寛
政
七
卯
年
六
月
　
　
　
専
修
寺
　
厭
誉﹇
印
﹈

　
　
土
田
清
摩
殿

【
史
料
四
】

　
　
　
宗
門
手
形

一
　
淨
土
宗
　
　
　
　
　
　
百
姓
　
磯
吉

右
壱
人
は
上
妻
郡
川
瀬
村
江
罷
在
候
、
従
前
々
當
寺
檀
那
実
正
ニ
而

御
座
候
、若
宗
躰
之
儀
ニ
付
出
入
御
座
候
は
、何
時
も
拙
僧
可
申
啓
候
、為
後
日
證
文
如
件

　
　
　
　
　
御
井
郡
藤
山
村

寛
政
七
卯
年
六
月
　
　
　
専
修
寺
　
厭
誉﹇
印
﹈

　
　
土
田
清
摩
殿
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【
史
料
五
】

　
　
　
宗
門
手
形

一
　
淨
土
真
宗
　
　
　
　
　
　
又
八
　
女
房

右
壱
人
ハ
上
妻
郡
川
瀬
村
江
罷
在
候
、
従
前
々
當
寺
檀
那

実
正
ニ
而
御
座
候
、
若
宗
躰
之
儀
ニ
付
出
入
御
座
候
ハ
ヽ
、
何
時
も

拙
僧
可
申
啓
候
、
為
後
日
證
文
如
件

　
　
　
　
　
上
妻
郡
甘
木
村

寛
政
七
卯
年
六
月
　
　
　
願
正
寺﹇
印
﹈

　
　
土
田
清
摩
殿

【
史
料
六
】

　
　
　
宗
門
手
形

一
　
淨
土
真
宗

　
　
　
　
　
　
百
姓

　
　
　
辰
平

一
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
辰
平
男
子

　
源
蔵

一
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
人
男
子

　
佐
八

一
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
人
男
子

　
庄
左
衛
門

右
四
人
は
上
妻
郡
藤
田
村
江
罷
在
候
、
従
前
々
當
寺

旦
那
実
正
ニ
而
御
座
候
、
若
宗
躰
之
儀
ニ
付
出
入
御
座
候
ハ
ヽ

何
時
も
拙
僧
可
申
啓
候
、
為
後
日
証
文
如
件

寛
政
七
卯
年

　
　
　
上
妻
郡
藤
田
村

　
　
　
　
六
月

　
　
　
　
光
泉
寺

　
智
成﹇
印
﹈

　
　
土
田
清
摩
殿
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【
史
料
七
】

　
　
　
宗
門
手
形

一
　
淨
土
真
宗
　
　
三
五
郎
　
女
房

右
壱
人
は
上
妻
郡
本
村
罷
在
候
、
従
前
々
當
寺
旦
那

実
正
ニ
而
御
座
候
、
若
宗
躰
之
儀
ニ
付
出
入
御
座
候
ハ
ヽ
何
時
も

拙
僧
可
申
啓
候
、
為
後
日
證
文
如
件

　
　
　
　
　
就
在
京
寺
役
預
池
町
跡
妙
泉
寺
代
判

　
　
　
　
　
　
　
　
原
嘉
右
衛
門
町

寛
政
十
午
年
六
月
　
西
福
寺﹇
印
﹈

　
　
馬
渕
加
兵
衛
殿

　
　
岸
外
納
殿

【
史
料
八
】

　
　
　
宗
門
手
形

一
　
淨
土
宗
　
　
　
　
　
　
百
姓
　
忠
次
郎

一
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
忠
次
郎

　
女
房

一
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
同
人
男
子

　
忠
吉

右
三
人
は
上
妻
郡
本
村
罷
在
候
、
従
前
々
當
寺

旦
那
實
正
ニ
而
御
座
候
、
若
宗
躰
之
儀
ニ
付
出
入
御
座
候
ハ
ヽ

何
時
も
拙
僧
可
申
啓
候
、
為
後
日
證
文
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
上
妻
郡
豊
福
村

寛
政
十
午
年
六
月
　
一
念
寺
　
誠
誉﹇
印
﹈

　
　
馬
渕
加
兵
衛
殿

　
　
岸
外
納
殿
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【
史
料
九
】

　
　
　
宗
門
手
形

一
　
淨
土
真
宗
　
　
　
大
熊
龍
蔵
　
後
家

右
壱
人
は
太
田
萬
兵
衛
と
帳
面
ニ
罷
在
候
、
従
前
々
當
寺

檀
那
実
正
ニ
而
御
座
候
、
若
宗
躰
之
儀
ニ
付
出
入
御
座
候
ハ
ヽ

何
時
も
拙
僧
可
申
啓
候
、
為
後
日
證
文
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
上
京
ニ
付
寺
役
聞
次

　
　
　
　
　
　
　
　
庄
嶋
小
路
法
雲
寺
代
判

文
久
三
亥
年
五
月
　
　 

妙
泉
寺﹇
印
﹈

　
　
岡
村
七
郎
右
衛
門
殿
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